
1 「自宅外通学であることの証明書類」の提出［自宅外通学選択者のみ］

2 適格認定（家計）
　奨学金支給期間中、毎年、機構が、あなたと生計維持者の住民税情報（申込時に提出したマイナンバーにより

取得）やあなたが報告した資産額に基づき、家計基準（９～ 13ページ）による支援区分の見直しを行います。

①確認の結果、10月分から奨学金の支給が止まったり、支給額が変わることがあります。
、年毎、も中間期給支、え加に時込申、はていつに人いなきで出提をーバンナイマに時込申りよに情事の段特②

収入に関する証明書類等を提出いただきます。書類に不備がある場合や未提出の場合は支給が止まります。

3 適格認定（学業成績等）
　在学校により、学年末（２年制以下の課程及び高等専門学校は学年の半期ごと）に学業成績などの基準に関する

判定が行われ、その判定結果が機構に報告されます。給付奨学生としての自覚をもって勉学や学生生活に取り組ん

でください。

　次のいずれかに該当する場合、奨学金の支給が打ち切られます（学業成績が著しく不振となった場合、懲戒に

よる退学処分などの場合には、返還が必要になることがあります）。

（1）退学・除籍・停学（無期又は３か月以上）の処分を受けた場合

（2）37ページ表【適格認定における学業成績の基準】の「廃止」の基準のいずれかに該当した場合

第Ⅲ部 採用後の手続き

　奨学生に採用になった後も、必要な手続きがあります。

あなたが必要な手続きを理解し、定められた期間内に手続きを行ってください。
手続きが遅くなった場合や手続きをしなかった場合は、支給が止まったり、支給を受ける資格を失うこと
があります。

　家計急変採用については、「（別冊）家計急変採用」を確認してください。

通学形態に応じた申請書類の提出（自宅外通学をしている場合）

あなたが自宅外通学をしている場合、自宅外月額を受給するためには、採用後に「自宅外通学であること」

を証明する書類（アパートの賃貸借契約書のコピー等）を提出し、機構に承認される必要があります。採用後（あ

るいは自宅外通学開始後）定められた期限までに申請書類を提出いただき、不備なく審査が完了した場合には、

自宅外通学を開始した月に遡った差額がまとめて振り込まれます。この間、審査が完了するまでは自宅月額で

の支給となります。ただし、定められた期限内に申請書類の提出がない場合や、不備により期限内に審査が完
了しなかった場合には、自宅外通学を開始した月に遡った支給はできません。

また「自宅外通学」から「自宅通学」に変更する場合も届出が必要となります。届出が遅れた場合には振込

超過が発生し、差額の返金が必要となる場合があります。返金が確認できるまでの間は支給の再開ができません。

　これらの手続きに必要な提出書類や申請期限については在学校に確認してください。

※給付奨学金における自宅外通学とは、単なる一人暮らしではなく、機構が定める要件を満たす通学形態を指

します。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/zitakugai.html

【適格認定における学業成績の基準】
区分 学業成績の基準

廃止

停止

次の各号のいずれかに該当すること（災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められる場合を除く）。

１．修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。

２．修得した単位数（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。下記に示す「警告」

　　の区分において同じ。）の合計数が標準単位数の６割以下であること。

３．履修科目の授業への出席率が６割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認めら

　　れること。

４．下記に示す「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること（下記に示す「停止」の区分

　　に該当するものを除く）。

下記に示す「警告」の区分に該当する学業成績の基準に連続して該当すること（2回目の警告が「警告」の

区分の2．に掲げる基準のみに該当することによる場合に限る。ただし、連続して3回該当する場合は除く）。

警告

次の各号のいずれかに該当すること（災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められる場合を除く）。

１．修得した単位数の合計数が標準単位数の７割以下であること（上記の「廃止」の区分の２．に掲げる

　　基準に該当するものを除く）。

２．GPA等が学部等における下位４分の１の範囲に属すること。

（次のア、イに該当する場合を除く）

ア 確認大学等における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に十

分に合格できる水準にある場合

イ 社会的養護を必要とする者で、確認大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると認め

られる場合

３．履修科目の授業への出席率が８割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められるこ

　　と（上記の「廃止」の区分の３．に掲げる基準に該当するものを除く）。

※修得単位数の判定は直近までの累計状況により判断されます。




